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申
告
期
間
中
は
宇
土
税
務
署
・

宇
城
市
役
所
お
よ
び
各
支
所
ご
と

に
、
特
設
会
場
を
設
け
て
お
り
ま

す
。た

だ
し
、
所
得
税
、
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
、
贈
与
税
、
譲

渡
・
山
林
所
得
の
あ
る
人
は
、
税

務
署
で
、
所
得
税
（
簡
易
な
も
の
）、

住
民
税
申
告
の
人
は
宇
城
市
役
所

お
よ
び
各
支
所
特
設
会
場
で
受
け

付
け
ま
す
。

ま
た
、
自
分
で
申
告
・
納
税
す

る
の
が
原
則
で
す
。
従
っ
て
税
務

署
お
よ
び
市
か
ら
の
案
内
は
、
昨

年
の
実
績
に
基
づ
い
て
案
内
し
て

お
り
ま
す
。

昨
年
、
新
た
に
事
業
を
始
め
た

人
や
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

け
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人
な

ど
、
今
年
新
た
に
確
定
申
告
が
必

要
な
人
へ
の
ご
案
内
は
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
ご
自
分
で
期
限
内
に
申

告
と
納
税
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
は
「
所
得
税
の
確
定

申
告
書
の
手
引
き
」
を
参
考
に
記
載

し
て
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp

）

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
提

出
は
郵
送
で
も
結
構
で
す
。

◎
申
告
が
必
要
な
人

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
で
宇

城
市
に
居
住
し
て
い
る
人
で
、

★
平
成
17
年
中
に
給
与
・
年
金
所

得
以
外
の
所
得
（
営
業
・
農
業
・

不
動
産
・
雑
・
そ
の
他
の
事
業
な

ど
）
が
あ
る
人

★
給
与
所
得
者
で
平
成
17
年
の
途

中
で
退
職
し
た
人

◎
次
の
人
は
、
申
告
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん

★
年
金
受
給
者
で
収
入
金
70
万
円

以
下
（
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在

で
、
65
歳
以
上
の
人
は
、
１
２
０

万
円
以
下
）
の
人
で
他
に
所
得

（
営
業
・
農
業
・
不
動
産
・
雑
・
そ

の
他
の
事
業
な
ど
）
が
な
い
人

①
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告

書
を
お
持
ち
の
人
は
、
そ
の
「
申

告
書
」
お
よ
び
「
収
支
内
訳
書
」

②
「
印
鑑
」「
電
卓
」「
筆
記
用
具
」

「
通
帳
（
還
付
の
場
合
）」

③
年
金
・
給
与
の
あ
る
人
は
、「
源

泉
徴
収
票
」

④
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料
の

支
払
い
の
あ
る
人
は
、「
支
払
い
保

険
料
の
証
明
書
」

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

「
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
」

「
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

の
明
細
書
」

※
事
前
に
税
務
署
お
よ
び
宇
城
市

役
所
・
各
支
所
申
告
会
場
に
備

え
付
け
の
医
療
費
控
除
用
整
理

封
筒
で
、
医
療
費
の
計
算
を
し

て
い
た
だ
く
と
申
告
時
間
が
短

く
て
済
み
ま
す
。

⑥
住
宅
借
入
金
（
取
得
）
等
特
別

控
除
を
受
け
る
人
は
、「
住
民
票
の

写
し
」「
登
記
簿
謄
本
」「
売
買
契

約
書
の
写
し
」
ま
た
は
、「
請
負
契

約
書
の
写
し
」「
住
宅
取
得
資
金
に

係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
」、

増
築
の
場
合
「
増
改
築
等
工
事
証

明
書
」

⑦
「
身
体
障
害
者
手
帳
」「
戦
傷
病

者
手
帳
」
な
ど

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
近

づ
い
て
き
ま
し
た
。
準
備
は
お
済

み
で
す
か
？

毎
年
申
告
の
期
限
が
間
近
に
な

る
と
受
付
会
場
が
大
変
混
雑
し
、

提
出
ま
で
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ

く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
申
告
は
で

き
る
だ
け
自
分
で
書
い
て
、
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

★申告期間
所得税 2月16日（木）～3月15日（水）
贈与税 2月 1 日（水）～3月15日（水）

★個人事業者の消費税および
地方消費税の納付期限
3月31日（金）まで
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